
長良川河口堰検証プロジェクトチーム設置要綱 

 
（目的） 
第１条 県民にとって最適な長良川河口堰の運用のあり方について、広く関係者から

の意見を聞くとともに、専門的見地からの知見の集約を行うため、長良川河口堰検証

プロジェクトチーム（以下「プロジェクトチーム」という。）を設置する。 
 
（構成） 
第２条 プロジェクトチームは、知事が委嘱する別表に掲げる委員をもって構成する。 
 
（座長等） 
第３条 プロジェクトチームに座長を置く。 
２ 座長はプロジェクトチームを主宰する。 
３ 座長に事故あるときは、委員の互選により座長代理を選出する。 
 
（所掌事務） 
第４条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を行うものとする。 
（１）関係者に対するヒアリングの実施 
（２）専門的見地からの知見の集約・整理 
 
（専門委員会） 
第５条 プロジェクトチームの下に、専門委員会を設けるものとする。 
２ 専門委員会の委員は、プロジェクトチームからの推薦により、知事が委嘱する。 
３ 専門委員会は、長良川河口堰の運用に係る治水、利水及び環境面での影響を考慮

した適切な運用のあり方について、専門的見地から広く知見を集約し整理して、プロ

ジェクトチームに報告する。 
 
（会議の公開等） 
第６条 会議は原則として公開するものとする。ただし、愛知県情報公開条例（平成

１２年愛知県条例第１９号）第７条に規定する不開示情報が含まれる等、会議の内容

により公開に支障があると座長が判断した場合はこの限りではない。 
２ 前項により、会議を公開する場合の傍聴方法等については別途定める要領による。 
３ 会議録及び会議資料は、５年間保存するものとする。 
 
（庶務） 
第７条 プロジェクトチームの庶務は、愛知県知事政策局企画課において処理する。 
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（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に必要な事項は、

座長がプロジェクトチームに諮って別に定める。 
 
（附則）  
 この要綱は、平成２３年６月８日から施行する。 
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